
平成20年度

　　　

Ｂ

　　　　　　　　　　　％

19.2

人 件 費 率

781,114

千円千円 千円

歳 出 額

給 料 職 員 手 当

（注）

1,204,822
（注）

（3）特記事項

１９年度

２　職員数は、１９年４月１日現在の人数である。

人 千円

　本町は平成１７年７月１日、旧「高山町」と旧「内之浦町」が合併し「肝付町」となったため、合併前の平成１７年度以前分に
ついては、一部掲載若しくは省略とする。
　町長、副町長の給料については、平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの間、町長は７％、副町長については
５％減額。（「肝付町長等の給与の特例に関する条例」平成１９年条例第１６号。）

１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数
である。
２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したもので
ある。

　　 　

１　総括

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

（4）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

実 質 収 支

（1）人件費の状況（普通会計決算）

95,793

１８年度の人件費率
区 分

住民基本台帳人口

（１９年度末）

別紙３

肝付町の給与・定員管理等について

人 件 費 　（参考）

職 員 数

5,935 6,058
１　職員手当には退職手当を含まない。

327,915203

　　　　　　　千円 　　　　　千円

千円　　　　　千円

町村類型Ⅳ-2

234,729 

区 分
給 与 費

Ａ

　（参考）一 人 当 た り

期末・勤勉手当 平均一人当たり給与費

17.0

　　　　　　％
１９年度

Ａ

　　　　　千円

1,764,13510,362,128

人　

18,452

Ｂ／Ａ　　　　　　Ｂ

給 与 費 B/A計

（H15）
96.4% （H15）

95.7%

（H20）
98.3%

（H20）
94.9% （H20）

94.2%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

肝付町 類似団体平均 全国町村平均
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平成20年度

　　　

（ ％）

　　　
A B

　　　

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

※

※

※

職 種 名 平均年齢
（「決まって支給する給与」の平均支給月額）

――

457,846 円

348,837 円

351,395 円

53.8歳 353,704 円

42.2歳

55.0歳

52.0歳

自家用乗用自動車運転手

守 衛

用 務 員

技能労務職種関係全体
（上記3職種全体平均）

◎ 鹿児島県人事委員会「職員の給与等に関する報告及び
勧告」（平成20年10月公表）による技能労務職の民間給与
データ

電 話 交 換 手

平均給与月額

5,788,445 円

―

4,170,000 円

3,155,400 円

4,003,300 円

3,227,400 円

3,620,400 円

―

―

―

――

―

5,022,970 円

―

1.395,014,421 円

1.75うち用務員 5,648,192 円

（ Ｄ ）

―

肝 付 町

うち自動車運転手

国 4,784人

5人

うち守衛

（ Ｃ ）

47.7歳 15人

年 収 ベ ー ス （ 試 算 値 ） の 比 較

公 務 員 民 間

284,679 円 ― 320,623 円

318,200 円 349,300 円 329,200 円

― ―

（注） 対象職員が少数の場合、該当職員を特定できるため、個人情報保護の観点から記載を省略します。（職員数のみ記載。）

―

―

―

―

Ｃ ／ Ｄ

1人 ― ― ―

―

うち用務員 45.8歳 12人 310,167 円 339,959 円 335,125 円 53.9歳 225,900 円 1.5

226,100 円 1.33

うち守衛 ― 0人 ― ― ― 56.0歳 268,800 円

1.28

参 考

民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成17年～19年の3ヶ年平均）

技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

Ａ／Ｂ

―

―

283,817 円 307,675 円 ――

―

―

―

―

―

―

―

民 間

329,787 円

平均給与月額

（Ｂ）

― ―

平均給与月額
平均年齢

322,504 円

の類似職種

―

―

43.6歳

52.3歳

45.2歳

―

―

守衛

用務員

―

平均給料月額
平均給与月額

（Ａ）

39.6歳 3人

47.0歳 27人

平均年齢 職員数

290,450 円

299,700 円

273,633 円 301,313 円 297,467 円 236,000 円

―

6人

――

300,883 円 296,450 円

358,143

333,700

374,121

387,506―

371,092

325,113

405,258

328,662

平 均 給 与 月 額

国　の　改　定　率

１　「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月
数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

（5）給与改定の状況

―
％

―

区 分

―

勧 告 給 与 改 定 率

（改定率）A-BA

民 間 給 与
（参考）

公 務 員 給 与

―

①　月例給

―

人 事 委 員 会 の 勧 告
区 分 較 差

国 41.1

②　技能労務職

B
円

２０年度

（注）

月 月
―

区 分 平 均 年 齢

43.7鹿 児 島 県

肝 付 町

２ 本町は人事委員会を設置しておりませんので、記載を省略します。

勧 告
割 合 支 給 月 数

（参考）
国　の　年　間年 間 支 給 月 数

人 事 委 員 会 の 勧 告
較 差

１ 「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比
較した平均給与月額である。

支　給　月　数
月

（改定月数）A-B
公 務 員 の

月 月月

民 間 の 支 給

①　一般行政職

％
0

％

②　特別給

―
（注）

２０年度
―　円円

359,408332,21642.3 369,440
（ 国 ベ ー ス ）

２ 本町は人事委員会を設置しておりませんので、記載を省略します。

―

平 均 給 料 月 額

4.50――

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２０年４月１日現在）

うちその他技能労務職

類 似 団 体

区 分

297,828 円

年収ベースの「公務員（Ｃ）及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給
された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

うち学校給食員 1.59

参 考

うち電話交換手

うち自動車運転手

―

うちその他技能労務職 51.9歳

うち電話交換手 ―

0人

うち学校給食員 47.7歳

区 分

肝 付 町

うち清掃職員

公 務 員

（国ベース）

304,985 円

46.6歳

48.9歳

鹿 児 島 県 650人 325,300 円 383,412 円 359,513 円

―

―

うち清掃職員

43.4類 似 団 体

平 均 給 与 月 額

対応する民間

―
廃棄物処理業従業員

調理士

自家用乗用自動車運転手

電話交換手
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平成20年度

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

（注）

　　　　
３　平均年齢は10進法で記載しています。

課長、事務局長、支所長、所長、室
長又は園長の職務又は町長が定め
る職務

特に重要な業務を統括する課の長等
又は町長が定める職務

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な
職務である。

６ 級

７ 級

人

（注）１　肝付町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数で
ある。

32

％

0 0.0

23

人

１　課長補佐、次長又はこれらの職務
と同等の職務
２　参事の職務

経 験 年 数 ２ ０ 年

１ 級

％

34.2

％

14.8

20.6

％

経 験 年 数 １ ５ 年

高 校 卒

137,200

352,271

―
―

高 校 卒 139,365
中 学 卒 122,740121,600

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２０年４月１日現在）

技 能 労 務 職

一般行政職
大 学 卒

267,067

（1）一般行政職の級別職員数の状況（２０年４月１日現在）

―中 学 卒

300,825264,617210,267
310,600252,825

区 分

％

経 験 年 数 １ ０ 年

構 成 比

３　一般行政職の級別職員数等の状況

技能労務職
235,200

――

１　「平均給料月額」とは、２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

209,100

人
標 準 的 な 職 務 内 容

高 校 卒

区 分

２ 級
9.7

１　主事補又は技師補の職務
２　主事又は技師の職務 3

職 員 数

15
特に高度の知識又は経験を必要とす
る業務を行う主事又は技師の職務

1.9

人

１　係長又は主任の職務
２　主幹の職務 18.7

人

％人

％

29
４ 級

５ 級

人
主査の職務

53

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手
当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされて
いるものである。
　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務
手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものであ

173,900

３ 級

国

一 般 行 政 職
大 学 卒

鹿 児 島 県肝 付 町

140,100

（2）職員の初任給の状況（２０年４月１日現在）

高 校 卒 133,095140,100

区 分
163,590172,200
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平成20年度

　

良好であると認められない

3以上 2 1 0 0

1 0

4以上 3

1 0

1 0

2

制度完成時

特定職員

〃

〃

4以上 3 2

1 0

2

0

0

2

0

4以上

0

3 24以上

6 3

 　　　　　　

（55歳以上）

平成19年1月

一般職員

6 4

2

特に良好 良好

一般職員

6以上

2

平成18年に８級制から７級制に給与構造の改正。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ
統合。）

（注）

やや良好でない

8以上

（55歳以上）

3 1

8以上 6 3 2

（55歳以上）

Ｃ

1．勤務成績の評定の実施状況

（2）昇給への勤務成績の反映状況

0
6以上
3以上

2
1

2以下

※特定職員の範囲：行政職給料表6級以上、医療職給料表（一）3級以上、医療職給料表（三）5級以上

昇
給
抑
制
期
間

～22年1月

〃

4

8以上 06 4

2

  

Ｄ

良好極めて良好

〃

（55歳以上）〃

良好でない

〃 （55歳以上）

特定職員

Ｂ

昇給区分

平成23年1月～

特に良好

平成20年1月

8以上特定職員

（55歳以上）

一般職員

　なお、能力・業績に基づく人事評価については未実施。（制度構築中。）

　地方公務員法第40条に基づき、毎年定期昇給日である1月1日を評定日として、全職員に対して勤務成績の評定を実施。

　ただし、評定日時点において勤続25年の者で且つ勤務成績が極めて良好な職員については、昇給基準を「Ａ」とした。
（該当職員3名。）

2．昇給への勤務成績の反映状況

　人事評価が未実施であるため、全職員昇格基準を「Ｃ」とし昇給区分に差を設けなかった。

昇給基準

3．昇給基準及び効果号給

Ａ Ｅ

１級
1.9%

１級
4.4%

１級

２級
9.7%

２級
12.0%

２級

３級
34.2%

３級
29.7%

３級

４級
18.7%

４級
19.0%

４級

５級
20.6%

５級
20.9%

５級

６級
14.8%

６級
13.9%

６級７級８級

７級
0.0%

７級
0.0%

８級
0.0%

８級
0.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成20年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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平成20年度

千円 千円

 月分
（ ( （ ( （ ）月分 (

5 15 5 20 5 20
10 10 25

（注）

　

以上 以下 以上 以下

以上 未満 以上 未満

月分 月分
月分 月分
月分 月分
月分 月分

）
2 20 ％

（ 2 20 ％ ）

％ 人 ％

％ ％

国

(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

退職手当の１人当たり平均支給額は、１９年度に退職した職員に支給された平均額である。

国の制度では、平成２２年度での完成を目指して、平
成１８年度から支給率を段階的に引き上げることとし
ている。

４　職員の手当の状況

期末手当

―
１人当たり平均支給額（１９年度）

肝 付 町
（1）期末手当・勤勉手当

期末手当 勤勉手当

1．勤務成績の評定の実施状況

1,674

鹿 児 島 県

1.50 月分

（１９年度支給割合）

1,761

）月分

％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
（加算措置の状況）

　・役職加算 ％～

定年前早期退職者に対する特例

0.751.60
 月分
）月分1.55

3.00 月分1.45  月分

（3）地域手当

月分
月分

支 給 率

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

※その他時限措置有り

（退職時特別昇給

勤続３５年

なし

最高限度
47.500

59.280

0

％ ～

％ ～ 加算

定年前早期退職特例措置

（注）
22,999 千円１人当たり平均支給額　　

0

）月分 0.75

勧奨・定年

％～
％

勤勉手当

3.00

国

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

30.550勤続２０年
41.340

23.500
33.500 月分

32.760
41.340

勤続２０年

59.28047.500 月分
33.500 月分

59.280

職制上の段階、職務の級等による加算措置

59.280
月分

勤続３５年
最高限度 59.280

勤続２５年

）月分
（加算措置の状況）

1.60

１人当たり平均支給額（１９年度）

59.280

23.500 月分

自己都合

（１９年度支給割合）
期末手当 勤勉手当

　・役職加算 ％

特 定 幹 部 職 員

　人事評価が未実施であるため、成績率に差を設けず、一律の支給0.725（管理職については0.925。）とした。（肝付町職員
の給与の支給等に関する規則 附則第3項（成績率の特例）。）

　・管理職加算
　・役職加算

2．勤勉手当への勤務成績の反映状況

％

一 般 の 職 員

　なお、能力・業績に基づく人事評価については未実施。（制度構築中。）

自己都合

月分

（支給率）勧奨・定年

（2）退職手当（２０年４月１日現在）

1.11特 に 優 秀

優 秀

0.86 1.45

未満

0.91

1.11

良 好 で な い

肝 付 町
（支給率）

勤続２５年

支 給 率

―

その他の加算措置

国の制度（支給率）

支 給 対 象 職 員 数

―

（２０年４月１日現在）

(２２年度の制度完成時）

その他の加算措置

―

支 給 対 象 地 域

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算） 円

千円

国の制度（支給率）

―

―

支 給 対 象 地 域

（注） 
― ―

 月分

（１９年度支給割合）

％～ ％～
職制上の段階、職務の級等による加算措置
（加算措置の状況）

）月分 0.75
1.452.95

良 好

1.85

1.01

％　　・管理職加算

成績率（平成19年度）

　地方公務員法第40条に基づき、手当の基準日を評定日として、全職員に対して勤務成績の評定を実施。

成 績 区 分

　・管理職加算

0.71

0.785 0.86

0.71

0.91 未満
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平成20年度

11,000円

家賃額23,000円までは
12,000円との差額

その他

279,09237,957

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度） ％

千円

0.0

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

支給職 員１ 人当 たり 平均 支給 年額 （ １ ９ 年 度決 算）

0

―

千円

種類

千円

千円

千円

円千円

円83,276
持家
新築又は購
入の日から
5年経過し
ていないも
の

10,743異なる 千円

持家

借家

自らの所有に係る住宅
に住み世帯主である職
員には月2,500円

住 居 手 当

家賃額23,000円を超え
る時は超える額の1/2
（限度額16,000）に
11,000円を加えた額

扶 養 手 当

配偶者

13.000円

扶養親族

配偶者以外の2人までそ
れぞれ

扶養親族でない偶者が
ある場合そのうち1人

配偶者がない場合そのう
ち1人

18,411

21,392

（ １ ９ 年 度 決 算 ）

初 任 給 調 整 手 当 ―同じ

医（一）欠員補充困難職

311,400円

2,500円

50,000円

―

左記職員に対する支給単価

― ―

主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務

円

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ）

手 当 の 名 称

国の制度と
異なる内容

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

手 当 名
国 の 制 度
と の 異 同

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

98

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

(注）

（4）特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

（5）時間外勤務手当

0

0

0

支給職員１人当たり

平 均 支 給 年 額

選挙当日の投開票事務従事等に伴う手当については、月次給与とは別に支給して
おり、且つ選挙の有無により大きく変動することから、含めないこととします。

医学・歯学専門知識欠
員補充困難

特殊な専門知識特別事
情

円

（ １ ９ 年 度 決 算 ）

0

103

内 容 及 び 支 給 単 価
支 給 実 績

（6）その他の手当（２０年４月１日現在）

千円

6,500円

満16歳年度初めから満
22歳年度末までの1人に
つき5,000円加算

6,500円 ―同じ

6,500円
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平成20年度

2,000円

全額支給の限度額

交通機関利用者

円

0 円同じ
900㎞以上1,100㎞未満

1,300㎞以上1,500㎞未
満

18,000円

100㎞以上300㎞未満

交通距離加算

24,000円

18,500円

15㎞以上20㎞未満

35㎞以上40㎞未満

13,700円

11,300円

30㎞以上35㎞未満

5㎞以上10㎞未満

45,000円

2㎞以上5㎞未満

16,100円

通 勤 手 当

20,900円

40㎞以上45㎞未満

24,500円

50㎞以上55㎞未満

22,700円

―

6,000円

12,000円

同じ

23,600円

60㎞以上

500㎞以上700㎞未満

1,100㎞以上1,300㎞未
満

1,500㎞以上

300㎞以上500㎞未満

55㎞以上60㎞未満

40,000円

0

20㎞以上25㎞未満

単 身 赴 任 手 当

30,000円

月額23,000円

700㎞以上900㎞未満

45,000円

35,000円

45,000円を超える部分
については1/2加算額
5,000円まで（最高限度
額50,000円）

交通用具利用者

8,900円

10㎞以上15㎞未満

4,100円

7,422 68,095― 千円

千円

6,500円

25㎞以上30㎞未満

45㎞以上50㎞未満

21,800円
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平成20年度

入院患者の急変に対応
する医師

同じ ―

円0

千円

円千円 0

円
20,000円

2,003

6,300円

4,200円

老人ホームの養護に直
接従事する職員

円0

22,010

円429,784

管理職員特別勤務手当については、上記「（5）時間外勤務手当」と同様に、選挙当日の投開票事務従事
によるものを含みません。

7級Ⅰ種 43,400円

(注）

同じ

管理職員特別勤務手当

管 理 職 手 当

―

宿 日 直 手 当

医療職給料表（三）

4,000円
同じ

6級Ⅱ種

6時間を超える場合は上
記の額に100分の150を
乗じて得た額

行政職給料表

4級Ⅱ種

休 日 勤 務 手 当

夜 間 勤 務 手 当

総務課長・総合支所長

休日等における正規の
勤務時間中に勤務した
場合勤務1時間当たりの
給与額の100分の135の
割合を乗じて得た額を
支給する

正規の勤務時間として
深夜（午後10時から翌朝
の午前5時までの間）に
勤務した場合100分の25
の割合を乗じて得た額を
支給する

33,400円

医療職給料表（一）

勤務1回につき

―

0

―

準ずる
国の制度を
基に独自に
制定

千円0
その他

10,745

0 千円

同じ

6,000円

29,200円

7級Ⅱ種 34,700円

6級Ⅰ種 41,700円

5級Ⅱ種

42,500円

勤務1回につき

千円
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平成20年度

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円 円 ／ 円

（ 円 ）

円

円

円

―

574,000

675,000

（２０年度支給割合）

725,000 860,000 531,200

副 市 町 村 長 715,000

給

料

780,000

605,000

448,000

400,000 218,000

市 区 町 村 長

区 分

（参考）類似団体における最高／最低額

540,000

156,000

任期毎

174,000370,000

（15％加算措置有り）

（１期の手当額）

（15％加算措置有り）月分

6,776,000

３　地方自治法の改正（平成１８年６月７日 法律第５３号）により、出納長及び収入役
制度が廃され、従前より収入役については配していなかったため、経過措置についても
適用していません。

町長、副町長については平成20年度のみ減額。ただし、退職手当の算定基礎
は減額前の金額にて行う。

(注）

（２０年度支給割合）

3.3

3.3

（支給時期）

副 議 長

議 員

月分

円×在職月数÷12ヶ月×2.8

退

職

手

当 備 考

副 市 町 村 長

（算定方式）

円×在職月数÷12ヶ月×5.0市 区 町 村 長 780,000

円×在職月数÷12ヶ月×

605,000 任期毎

15,600,000

255,000

２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１
期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

収 入 役

議 長

期

末

手

当

収 入 役

議 長

市 区 町 村 長

報

酬

収 入 役

副 市 町 村 長

232,000

314,000

議 員

副 議 長

５　特別職の報酬等の状況（２０年４月１日現在）

１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                    

350,000

給 料 月 額 等
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平成20年度

人
人）

人
人）

［ ］ ［ ］ ［ ］ 人

40歳

244
人人

267

1

0

～

人口1万人当たり職員数　　　0
（注）

２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2）年齢別職員構成の状況（２０年４月１日現在）

267

人
35歳31歳

人
02912 26

公

営

企

業

等

会

計

部

門

交 通
水 道

小 計

下 水 道

人人 人
35 21

人

▲ 1

0

0

退職不補充

保健師スタッフの充実

兼務による減

81.83

88.42

106.76
（類似団体の人口1万人当たり職員数

＜参考＞

普

通

会

計

部

門

衛 生

30
商 工 1

20 18

人口1万人当たり職員数　　　

▲ 1

▲ 2
1

6

0

151

197

0

14

1

人

退職不補充

人口1万人当たり職員数　　　

67.55（類似団体の人口1万人当たり職員数

3
人

33
職員数

0
人

00

兼務による減、退職不補充、業務内容の充実

44歳

▲ 7

0
0

46

204

28

3223
人

30
人

～

43歳39歳 47歳

～

28歳

保育所の廃止、事務の広域処理化、業務内容の充実

14
＜参考＞

47

157

24 ▲ 1

▲ 6

6

0

25
13

計

土 木
民 生

47

00

47

13

教 育 部 門

そ の 他

消 防 部 門

27

小 計

0

病 院

32歳 36歳

　

251 244 ▲ 7

132.23

区 分

合 計

27歳

～～～

主 な 増 減 理 由

60歳
以上

～

56歳

51歳

48歳 52歳

議 会
一

般

行

政

部

門

0

兼務による減、業務内容の充実31 ▲ 1

対 前 年
増 減 数

3

職 員 数

0

平成２０年

3

平成１９年
区　分

（各年４月１日現在）

部　門

後期高齢者医療広域連合

計

＜参考＞

55歳 59歳

１　職員数は一般職に属する職員数である。（教育長を含む。）

～20歳
未満

23歳

～

24歳

～

20歳

農 林 水 産
労 働 0

▲ 3総 務
16
45

税 務
48
16 0

６　職員数の状況
（1）部門別職員数の状況と主な増減理由

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

20
歳
未
満

20
歳
～
23
歳

24
歳
～
27
歳

28
歳
～
31
歳

32
歳
～
35
歳

36
歳
～
39
歳

40
歳
～
43
歳

44
歳
～
47
歳

48
歳
～
51
歳

52
歳
～
55
歳

56
歳
～
59
歳

60
歳
以
上

構成比

５年前の構成比
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平成20年度

人

増減

―255職員数 250 243

▲ 7▲ 5

３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降現年までの職
員増減数の累計を示す。

１　計画期間は、１７年～２２年の５年間であり、教育長は含みません。

▲ 11 ▲ 23 (69.7%)

２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

▲ 33

00等 会 計

（注）

増減
計

266

終 期

１年目

▲ 11

職 員 数

▲ 33(78.8%)▲ 26

―

数値目標

職員数

―47

3 (0.0%)3

47

0

―

―

公 営 企 業 職員数

増減

44

職員数

教　育

消　防

▲ 7

増減

44

平成17年7月1日 平成22年4月1日

平成17年7月1日

（各年４月１日現在）
②　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

計画始期

233

２年目
（参考）

部　門 ４年目３年目

242

職員数

増減
一般行政

222

▲ 8

203211

（参考）肝付町行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

始 期

196

9.0

純 減 率

１９年

職 員 数

計 画 期 間

266

１８年

数 値 目 標

純 減 数

24
人 人

平成23年4月1日

区　分 １７年 １７年～２２年２１年 ２２年
計

人 ％

２０年
５年目

（3）定員管理の数値目標及び進捗状況
①　平成１７年７月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標
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平成20年度

  　

Ｂ 　　　

（注）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）

千円 千円

（ ( （ (

5 15 5 15

（注）

１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

％ 　・役職加算 ％～ ％

0.75

　・役職加算

1.60 ）月分 0.75

（加算措置の状況）

）月分

％～

（加算措置の状況）

3.00  月分 1.45  月分  月分 1.45  月分3.00

事 業 者

37.3 470,546

355,301 549,136事 務 職 員

―

看 護 師

―

総 費 用

43.3

純 損 益 又 は
実 質 収 支

期末・勤勉手当

％

42.7

　（参考）

１９年度
千円

ア　決算
①　職員給与費の状況

565,450 1,314,681

291,607

計 給 与 費

２　職員数は、２０年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

　本町は平成１７年７月１日、旧「高山町」と旧「内之浦町」が合併し「肝付町」となったため、平成１７年度実績に伴う数値の
一部は合併後分のみ若しくは一部掲載することとし、合併前の平成１６年度以前分については全て省略するものとする。
　また、「事業者」区分については、同地区内に同種同等の事業所が無く、データも無いため省略する。

７　公営企業職員の状況
（1）病院事業

区 分

Ａ  Ｂ　

総 費 用 に 占 め る 　（参考）

職 員 給 与 費 比 率 １８年度の総費用に占

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

職員給与費

千円　 千円　

456,588 ▲ 28,695 195,136

％

41.9

市町村病院事業
区 分

職 員 数 給 与 費 一 人 当 た り

Ａ 給 料 職 員 手 当 B/A 平均一人当たり給与費

１９年度
人 千円 千円

26

　　　　　千円 千円 千円 千円

7,505 6,947
１　職員手当には退職給与金を含まない。

106,524 45,819 42,793 195,136

団 体 平 均 ― ― ―

③　職員の手当の状況

団 体 平 均

勤勉手当 期末手当 勤勉手当期末手当
（１９年度支給割合）

１人当たり平均支給額（１９年度）

1.60 ）月分 ）月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・管理職加算

（１９年度支給割合）

ア　期末手当・勤勉手当

医 師

１人当たり平均支給額（１９年度）
1,560

肝 付 町

44.3

２　平均年齢は10進法で記載しています。

肝 付 町 （ 一 般 行 政 職 ）

１人当たり平均支給額（１９年度）
1,674 千円1,550

　・管理職加算

1,532,688

523,783

②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２０年４月１日現在）

肝 付 町 ― ― ―

平 均 月 収 額区 分 平 均 年 齢 基 本 給

38.8

314,694

330,367

47.8医 師

技 師 等

423,350

看 護 師

467,475事 務 職

473,922

36.4 297,575

44.2
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平成20年度

月分 月分
月分 月分
月分 月分
月分 月分

） ）

2 20 ％ 2 20 ％

％ 人 ％

％ ％

（注）     

千円
１人当たり平均支給額 　

退職手当の１人当たり平均支給額は、１７～１９年度に肝付町にて退職した職員に支給された平均額である。

国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成20年度から支給
率を段階的に引き上げることとしている。

時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 0 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算） 0 円

その他の加算措置

（２０年４月１日現在）

なし
定年前早期退職者に対する特例

イ　退職手当（２０年４月１日現在）

ウ　地域手当

月分

月分
41.340
59.280

32.760

6,678

団 体 平 均肝 付 町 （ 一 般 行 政 職 ）

％ ～
※その他時限措置有り

１人当たり平均支給額 　 22,999 千円

（退職時特別昇給

（支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 23.500

勧奨・定年

支 給 対 象 地 域 支 給 率 支 給 対 象 職 員 数 一般行政職の制度（支給率）

― ―

支 給 対 象 地 域 支 給 率 一般行政職の制度（支給率）
（２２年度の制度完成時）

― ―

― ― ―

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 26,073 千円
エ　特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

931,179 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度） 100.0 ％

支給職 員１ 人当 たり 平均 支給 年額 （ １ ９ 年 度決 算）

病院業務 月額4,000円

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ） 6 種類

手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務 左記職員に対する支給単価

放 射 線 取 扱 手 当
エックス線その他の放射線を取り
扱う作業に従事した職員

病院業務 月額5,000円

理 学 療 法 手 当 病院に勤務する理学療法士

病院業務 40万円を超えない範囲

病院業務
毎月の理学療法診療収入の
50/1,000に相当する額の範
囲内

診 療 手 当 病院に勤務する医師 病院業務
毎月の診療収入の50/1,000
に相当する額の範囲内

千円

3,300円
3,000円
2,100円

4時間以上
2時間以上4時間未満
2時間未満

千円

勤続２０年 23.500

肝 付 町

月分 32.760
（支給率） 自己都合

59.280
勤続２５年 33.500 月分 41.340
勤続３５年 47.500 月分

（退職時特別昇給

１人当たり平均支給額　　

％ ～

7,117
※その他時限措置有り

定年前早期退職者に対する特例

千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ８ 年 度 決 算 ） 175 千円

（注）

夜 間 看 護 手 当
深夜において行われる看護等の
業務に従事した看護師等

3,861

病院業務

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

研 究 手 当 病院に勤務する医師

病 院 勤 務 手 当 病院に勤務する職員

（注）

3,229 千円
オ　時間外勤務手当

147

月分

最高限度 59.280 月分

勤続２５年 33.500
勤続３５年 47.500

最高限度 59.28059.280
その他の加算措置

月分

なし

59.280
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平成20年度

（ １ ９ 年 度 決 算 ）

手 当 名 平 均 支 給 年 額

（ １ ９ 年 度 決 算 ）

支給職員１人当たり
支 給 実 績

円

2,500円

同じ ―

13.000円

232,028

6,500円

カ　その他の手当（２０年４月１日現在）

一般行政職
の 制 度 と の

異 同

一般行政職
の制度と異
な る 内 容

千円

扶養親族

6,500円

医（一）欠員補充困難職

同じ ―

311,400円

医学・歯学専門知識欠
員補充困難

0初 任 給 調 整 手 当
50,000円

特殊な専門知識特別事
情

内 容 及 び 支 給 単 価

0

円

満16歳年度初めから満
22歳年度末までの1人に
つき5,000円加算

131,333 円同じ ― 1,182

4,177 千円

配偶者がない場合そのう
ち1人

住 居 手 当

家賃額23,000円を超え
る時は超える額の1/2
（限度額16,000）に
11,000円を加えた額

持家

自らの所有に係る住宅
に住み世帯主である職
員には月2,500円

借家

家賃額23,000円までは
12,000円との差額

配偶者以外の2人までそ
れぞれ

11,000円

6,500円

扶養親族でない偶者が
ある場合そのうち1人

その他

千円

扶 養 手 当

配偶者
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平成20年度

20㎞以上25㎞未満
通 勤 手 当

交通機関利用者

同じ ―

全額支給の限度額

45,000円

45,000円を超える部分
については1/2加算額
5,000円まで（最高限度
額50,000円）

交通用具利用者

2㎞以上5㎞未満

1,058 千円

45㎞以上50㎞未満

21,800円

50㎞以上55㎞未満

22,700円

55㎞以上60㎞未満

23,600円

2,000円

60㎞以上

81,392 円

5㎞以上10㎞未満

4,100円

10㎞以上15㎞未満

6,500円

15㎞以上20㎞未満

8,900円

40㎞以上45㎞未満

20,900円

円同じ ― 0 千円

700㎞以上900㎞未満

0

300㎞以上500㎞未満

18,000円

交通距離加算

1,300㎞以上1,500㎞未
満

45,000円

40,000円

1,500㎞以上

24,000円

900㎞以上1,100㎞未満

30,000円

1,100㎞以上1,300㎞未
満

単 身 赴 任 手 当

月額23,000円

16,100円

35㎞以上40㎞未満

11,300円

25㎞以上30㎞未満

18,500円

35,000円

13,700円

30㎞以上35㎞未満

24,500円

12,000円

500㎞以上700㎞未満

100㎞以上300㎞未満

6,000円
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平成20年度

人

職 員 数 職 員 数

― ―

④　定員管理の数値目標及び進捗状況
ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

平成17年7月1日 平成22年4月1日
純 減 数 純 減 率

― ―

計 画 期 間
数 値 目 標

始 期 終 期

（参考）肝付町行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

―

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
→6(3)②を参照

― ―

0 千円休 日 勤 務 手 当

休日等における正規の
勤務時間中に勤務した
場合勤務1時間当たりの
給与額の100分の135の
割合を乗じて得た額を
支給する

同じ ― 0 円

夜 間 勤 務 手 当

正規の勤務時間として
深夜（午後10時から翌朝
の午前5時までの間）に
勤務した場合100分の25
の割合を乗じて得た額を
支給する

同じ ― 2,180 千円 181,635 円

円宿 日 直 手 当

勤務1回につき

同じ ―

4,200円

入院患者の急変に対応
する医師

20,000円

6,300円

老人ホームの養護に直
接従事する職員

390,240 円1,171 千円

円0

10,927 千円 496,673

0 千円
4,000円

6時間を超える場合は上
記の額に100分の150を
乗じて得た額

勤務1回につき

同じ ―

総務課長・総合支所長

―

医療職給料表（一）

医療職給料表（三）

同じ

29,200円

6級Ⅰ種

7級Ⅱ種 34,700円

管 理 職 手 当

6,000円

その他
管理職員特別勤務手当

行政職給料表

4級Ⅱ種 42,500円

5級Ⅱ種

41,700円

6級Ⅱ種 33,400円

7級Ⅰ種 43,400円
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平成20年度

  　

Ｂ 　　　

（注）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）

千円 千円

（ ( （ (

5 15 5 15

（注）

Ａ 給 料 職 員 手 当 計 給 与 費 B/A

職 員 数 一 人 当 た り

期末・勤勉手当 平均一人当たり給与費

　（参考）

１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

％

）月分 1.60 ）月分 ）月分0.75

1.45

団 体 平 均

２　平均年齢は10進法で記載しています。

区 分
市町村水道事業給 与 費

（2）水道事業

 月分

③　職員の手当の状況

区 分
総 費 用 純 損 益 又 は

実 質 収 支

職員給与費
総 費 用 に 占 め る 　（参考）

職 員 給 与 費 比 率 １８年度の総費用に占

②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２０年４月１日現在）

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

１９年度
千円 千円　 千円　 ％ ％

172,679 1,755 25,912 15.0 16.6

１９年度
人 千円 千円

4

　　　　　千円 千円 千円 千円

6,478 6,874
１　職員手当には退職給与金を含まない。
２　職員数は、２０年３月３１日現在の人数である。

17,184 1,650 7,078 25,912

基 本 給 平 均 月 収 額

肝 付 町 ―

―

― ―

374,552 571,242

334,167 496,770

――技 能 労 務 職

事 業 者 ―

団 体 平 均 45.5

1.60 ）月分 0.75

　・管理職加算

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算 ％～

　・管理職加算

肝 付 町 肝 付 町 （ 一 般 行 政 職 ）

１人当たり平均支給額（１９年度） １人当たり平均支給額（１９年度）
1,770 1,674

（１９年度支給割合） （１９年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

3.00  月分 1.45  月分

1,792
１人当たり平均支給額（１９年度）

千円

イ　 特記事項

　本町は平成１７年７月１日、旧「高山町」と旧「内之浦町」が合併し「肝付町」となったため、平成１７年度実績に伴う数値の
一部は合併後分のみ若しくは一部掲載することとし、合併前の平成１６年度以前分については全て省略するものとする。
　また、「事業者」区分については、同地区内に同種同等の事業所が無く、データも無いため省略する。

ア　期末手当・勤勉手当

区 分 平 均 年 齢

 月分3.00

　・役職加算 ％～ ％

ア　決算

42.3

①　職員給与費の状況

―

３　対象職員が少数の場合、該当職員を特定できるため、個人情報保護
の観点から記載を省略します。

行 政 職
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平成20年度

月分 月分
月分 月分
月分 月分
月分 月分

） ）

2 20 ％ 2 20 ％

％ 人 ％

％ ％

（注）     

団 体 平 均

その他の加算措置 その他の加算措置

勤続２５年 33.500 月分 41.340

月分

41.340勤続２５年 33.500

国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成20年度から支給
率を段階的に引き上げることとしている。

（２０年４月１日現在）

（２２年度の制度完成時）

定年前早期退職者に対する特例

ウ　地域手当

※その他時限措置有り

（注）

１人当たり平均支給額 　

退職手当の１人当たり平均支給額は、１７～１９年度に肝付町にて退職した職員に支給された平均額である。

22,999

自己都合

月分 59.28047.500

勧奨・定年 （支給率） 自己都合（支給率）

※その他時限措置有り

なし

16,498

59.280
勤続３５年

千円 千円１人当たり平均支給額　　 33,350 千円 １人当たり平均支給額 　

％ ～

（退職時特別昇給 なし （退職時特別昇給
定年前早期退職者に対する特例

％ ～

59.280
47.500 月分 59.280 勤続３５年
59.280 月分 59.280最高限度

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 0 千円

エ　特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算） 0 円

支 給 対 象 地 域 支 給 率 支 給 対 象 職 員 数 一般行政職の制度（支給率）

― ― ― ―

支 給 対 象 地 域 支 給 率 一般行政職の制度（支給率）
― ― ―

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 0 千円

支給職 員１ 人当 たり 平均 支給 年額 （ １ ９ 年 度決 算） 0 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度） 0.0 ％

千円

― ―

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ） 0 種類

手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務 左記職員に対する支給単価

― ―

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ８ 年 度 決 算 ） 346

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 706 千円
オ　時間外勤務手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

勤続２０年 月分 32.76023.500 月分 32.760 勤続２０年 23.500

手 当 名 内 容 及 び 支 給 単 価
一般行政職
の 制 度 と の

異 同

一般行政職
の制度と異
な る 内 容

支 給 実 績
支給職員１人当たり

平 均 支 給 年 額

（ １ ９ 年 度 決 算 ） （ １ ９ 年 度 決 算 ）

初 任 給 調 整 手 当

医（一）欠員補充困難職

同じ ―

311,400円

医学・歯学専門知識欠
員補充困難

50,000円

特殊な専門知識特別事
情

2,500円

0 千円 0 円

カ　その他の手当（２０年４月１日現在）

（注）

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ） 1,039 千円

時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。
千円

最高限度

イ　退職手当（２０年４月１日現在）
肝 付 町 肝 付 町 （ 一 般 行 政 職 ）

月分

勧奨・定年

235
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同じ ―

13.000円

扶養親族

6,500円

配偶者がない場合そのう
ち1人

11,000円

その他

6,500円

満16歳年度初めから満
22歳年度末までの1人に
つき5,000円加算

257 千円 257,000 円

住 居 手 当

借家

扶 養 手 当

配偶者

配偶者以外の2人までそ
れぞれ

6,500円

扶養親族でない偶者が
ある場合そのうち1人

52,000 円

家賃額23,000円までは
12,000円との差額

家賃額23,000円を超え
る時は超える額の1/2
（限度額16,000）に
11,000円を加えた額

持家

自らの所有に係る住宅
に住み世帯主である職
員には月2,500円

同じ ― 156 千円
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通 勤 手 当

交通機関利用者

同じ ―

全額支給の限度額

45,000円

45,000円を超える部分
については1/2加算額
5,000円まで（最高限度
額50,000円）

交通用具利用者

2㎞以上5㎞未満

2,000円

102 千円 51,000 円

5㎞以上10㎞未満

4,100円

30㎞以上35㎞未満

16,100円

6,500円

15㎞以上20㎞未満

8,900円

20㎞以上25㎞未満

11,300円

25㎞以上30㎞未満

35㎞以上40㎞未満

18,500円

40㎞以上45㎞未満

20,900円

45㎞以上50㎞未満

21,800円

50㎞以上55㎞未満

22,700円

55㎞以上60㎞未満

23,600円

60㎞以上

24,500円

千円 0 円同じ ― 0

交通距離加算

100㎞以上300㎞未満

6,000円

300㎞以上500㎞未満

1,100㎞以上1,300㎞未
満

12,000円

500㎞以上700㎞未満

18,000円

700㎞以上900㎞未満

45,000円

単 身 赴 任 手 当

月額23,000円

35,000円

1,300㎞以上1,500㎞未
満

40,000円

1,500㎞以上

24,000円

900㎞以上1,100㎞未満

30,000円

13,700円

10㎞以上15㎞未満
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平成20年度

人

④　定員管理の数値目標及び進捗状況
ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

（参考）肝付町行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

平成17年7月1日 平成22年4月1日
純 減 数 純 減 率

職 員 数 職 員 数
人 人 人 ％

― ― ― ―

始 期 終 期

→6(3)②を参照

― ― ―

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

計 画 期 間
数 値 目 標

同じ ―

夜 間 勤 務 手 当

正規の勤務時間として
深夜（午後10時から翌朝
の午前5時までの間）に
勤務した場合100分の25
の割合を乗じて得た額を
支給する

同じ ―

休 日 勤 務 手 当

休日等における正規の
勤務時間中に勤務した
場合勤務1時間当たりの
給与額の100分の135の
割合を乗じて得た額を
支給する

0 円

0 千円 0 円

0 千円

―

総務課長・総合支所長

6,000円

その他

4,000円

6時間を超える場合は上
記の額に100分の150を
乗じて得た額

同じ

管 理 職 手 当 同じ ―

医療職給料表（一）

医療職給料表（三）

行政職給料表

7級Ⅰ種 43,400円

7級Ⅱ種 34,700円

円

円

円

429 千円 428,832

0 千円 0

5 千円 2,600同じ ―

4,200円

入院患者の急変に対応
する医師

20,000円

管理職員特別勤務手当

勤務1回につき

宿 日 直 手 当

勤務1回につき

老人ホームの養護に直
接従事する職員

6,300円

5級Ⅱ種 29,200円

6級Ⅱ種 33,400円

4級Ⅱ種 42,500円

6級Ⅰ種 41,700円
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